
令和7年6月16日

令和7年度　常葉大学及び常葉大学短期大学部における公的研究費の不正防止計画に係る具体的な取組の実施について（計画）　　　

前年度の取組状況の検証結果（不正発生要因及びその内容） 今年度の具体的な取組内容

(1) 責任体系の明確化 ・令和3年度に改定した不正防止計画に基づく責任体系について、令和6年度に実施 ・研究費の不正使用防止に関する意識調査に関して、大学及び短期大学部全体における理解の

　した研究費の不正使用防止に関する意識調査の回答では「知っている」「概ね 　浸透度について信頼性の高い調査結果が得られるように、教職員への呼びかけを増やすとと

　知っている」を合わせると93.9%となったが、調査自体の回答率が22.9%と低い 　もに回答締切前のリマインダーを送ることで回答率の向上を図る。また、回答者の属性の把

　ことから、啓発活動自体の注目度を高め、責任体系の明確化に関しても全ての構 　握や、設問内容等の工夫を図って、信頼性の高い効果的な分析ができる調査への改善を図る。

　成員の理解を深めるために引き続き努力が必要である。

・各責任者の具体的な役割を教職員全体に浸透させるため、グループウェア等を活用し、各責

　任者の具体的な責任範囲（役割）について一層の周知を図る。

(2) 適正な運営及び執行管理 ・「常葉大学及び常葉大学短期大学部研究費執行の手引き」に基づく手続きが行われて ・引き続き、「常葉大学及び常葉大学短期大学部研究費（公的研究費含む）執行の手引き」

の環境整備 　いない例がある。 　の内容の充実を図り、グループウェア等を活用し、関係者に周知する。

・「常葉大学及び常葉大学短期大学部研究費執行の手引き」において、学会参加費 ・「常葉大学及び常葉大学短期大学部研究費（公的研究費含む）執行の手引き」の立替払いを

　は立替払いが認められていないが、研究の円滑な遂行を目的とした執行手続の 　認める項目、その手続き方法について業務の効率的かつ公正な遂行の観点から再考し、ルール

　柔軟化の観点から、学会大会、研究会等への参加費を研究者による立替払いを認 　と運用の実態が乖離しないように努める。

　め、当該学会大会等の参加に関する学外活動届が研究に必要なものと判断され

　却下された場合は立替払額の支払いは行わないことを条件として学外活動後の

　支出伝票を参加費に関する支出願（支出負担行為伺）を兼ねるものとみなす取扱

　いとすることなどを検討して、ルールと実態の乖離を招かない適切な執行手続き

　に改善を図ること。

・「常葉大学及び常葉大学短期大学部研究費執行の手引き」において、立替払いを ・「常葉大学及び常葉大学短期大学部研究費（公的研究費含む）執行の手引き」の立替払いを

　認める事案に出張中に調達を必要とする物品等の購入費用、物品運送料、文献 　認める項目、その手続き方法について業務の効率的かつ公正な遂行の観点から再考し、ルール

　複写手数料、会場借上料、施設入場料、駐車場料等が列挙されているが、いずれ 　と運用の実態が乖離しないように努める。

　も物品購入申請書による事前申請が義務付けられている。この点についても、柔

　軟な執行手続きへの改善の観点から、学外活動後の支出伝票を当該費用に関する

　支出願（支出負担行為伺）を兼ねるものとみなす取扱いなどを検討すること。

(3) 不正発生の要因の把握 ・内部監査やモニタリングの結果に基づく本学固有のリスク要因の分析・ ・不正防止計画推進部署と内部監査部門は、内部監査及びモニタリングの結果の分析を

及び不正防止計画の策定 　把握に基づいた不正防止計画を策定、実施していく必要がある。 　連携して行い、本学固有のリスク要因を把握し、具体的な不正防止計画を策定する。

・実施

(4) 公的研究費の  ・ 物品等の購入に関して、事前に物品購入申請（支出負担行為手続）が行われず、 ・「常葉大学及び常葉大学短期大学部研究費（公的研究費含む）執行の手引き」の内容の充実を

適正な執行管理  　事務部門のチェックシステムが機能していない例がある。 　図り、一層の周知を図る。また、物品等の購入に関する事前の申請手続きについて引き続き

　啓発活動で周知を徹底する。

(5) 情報発信・共有化の推進 ・本学における具体的な使用ルールや不正防止の取組について、令和6年度に実施 ・研究費の不正使用防止に関する意識調査の改善による信頼性の高い分析結果に基づき、構成員

　した研究費の不正使用防止に関する意識調査の回答率が低いことから、全ての 　の理解の浸透度合を高める情報発信に取り組む。

　構成員の理解の浸透度合いが明確ではなく、引き続き不断の努力が必要である。

・引き続き学内のグループウェア等を活用し、「常葉大学及び常葉大学短期大学部研究費（公的

　研究費含む）執行の手引き」や関係規程等を周知する。

(6) モニタリングの体制 ・モニタリングや内部監査は定期的に行われているが、本学固有の不正発生リスクに ・不正防止計画推進部署は不正発生要因の情報を的確かつ速やかに内部監査部門に提供すると

　ついて不正防止計画推進部署と内部監査部門の連携を深める必要がある。 　ともに、内部監査部門はその情報を監査計画に適切に反映させて、内部監査の充実を図る。

　

・本学固有の具体的不正発生リスクに対応したリスクアプローチ監査を継続して ・内部監査部門は、本学固有のリスク要因の分析に基づきリスクアプローチ監査を適宜実施

　実施していく必要がある。 　する。

　実効性のあるモニタリング体

制を整備するとともに、リスク

アプローチの観点に立ったモニ

タリングを実施する。

取 組 項 目

　公的研究費の運営及び執行管

理に関する責任体系を明確にす

る。

 公的研究費の事務処理に係る

ルールの明確化・統一化を図

る。

　公的研究費の執行における課

題及び問題点を把握し、具体的

な不正防止計画を策定・実施す

る。

　公的研究費の執行状況を的確

に把握し、適正な執行管理をす

る。

 学内の情報共有はもとより、

本学の取組等の主体的な情報発

信等を行う。


